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福岡堰土地改良区　理事長　風見　登

盛夏の候、当土地改良区
組合員の皆様には、益々ご
清栄のこととお喜び申し上
げます。
日頃より、福岡堰土地改良
区の業務運営並びに農業農
村整備事業推進につきまし
て、組合員各位、県、関係

諸団体のご理解、ご支援を賜り心より厚く御礼申
し上げます。
さて、本年のかんがい期も周期的な降雨に恵ま

れ十分なる用水確保が出来、一日も断水すること
なく送水できました事は天の恵みと心から感謝し
て居ります。
まず、施設の状況から申し上げますと本区の大

動脈であります川通、台通の二大幹線用水路を始
め各用排水施設共、昭和38年度からの県営福岡堰
地区かんがい排水事業及び県営圃場整備事業によ
り、造成されたものであります。
これらの施設が整備後35～45年を経過し、老朽

化により、更新時期を迎えております。本区とし

ては国及び県の補助事業を積極的に導入し、施設
の改修新設の事業を実施しておりますが、全ての
施設に該当する訳ではありませんので補修につい
ては、土地改良区の内郷工事と称する維持管理事
業にて対処しております。平成21年度はその費用
に１億円を要し、特別会計の積立金から繰り出し
ている状況にありますので、土地改良施設（水路
構造物）は組合員の財産ですから大切に利用する
ことをお願い致します。
昨年８月、政権交代により政府・民主党により

「コンクリートから人へ」の理念のもと公共事業を
大幅削減し、とりわけ農林水産省の平成22年度土
地改良事業予算は、前年比63％減となりました。
県によると本年度は何とか予算確保できましたが
次年度は、未知数との事であり、このため平成23
年度事業予算獲得を目指し、県南地区各土地改良
区と共に民主党に対し陳情に奔走している処であ
ることを報告致します。
おわりに皆々様のご健康をお祈り申し上げ広報

発行にあたり挨拶と致します。

本年４月より県南農林事
務所土地改良部門にまいり
ました小沼です。どうぞ、
よろしくお願い致します。
また、土地改良区の皆様

方には、農業農村整備事業
をはじめ農業改革の推進
に、日頃より特段のご支援

とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
県南農林事務所土地改良部門も２年目を迎え、

要望にさらに幅広く応えられるよう職員一丸とな
って対応に努めてまいります。
今年は、年明けから天候不順が続きましたが、

桜は長く楽しませてもらいました。さらに、桜吹
雪に、本当の雪が降る珍しい光景も見ることが出

来ました。
また、伝統ある灌漑用排水の安泰を祈る伊奈神

社例祭に参列させていただき光栄に思っておりま
す。
福岡堰は桜の名所と聞いていましたが、この時期
に見た事がありませんでした。思いがけず、堤に
桜が残っており花筏の水路と花びらの舞う並木を
穏やかな気持ちで散策できました。地域の伝統と
重要な土地改良施設を、誇りを持ってしっかり守
っている皆様と親しくできる機会を得たことを嬉
しく思います。
一週の間に冬と夏が同居する変な天気や次々と

変わる短命内閣、多発する巨大地震や竜巻、止ま
らぬメキシコ湾の海底油田の流出事故等の天候異
変や災害、経済でもギリシャやハンガリーなどの

茨城県県南農林事務所　土地改良部門長　小沼　智也

重要性を増す土地改良区の役割について
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財政事情に端を発する長引く不況と内も外も暗い
中、７年ぶりに小惑星探査機「はやぶさ」が小惑
星イトカワから無事帰還したことやサッカーのワ
ールドカップ南アフリカ大会で予想外の嬉しい一
勝など明るい話題もありました。
このように多方面で変化の激しい状況のもと、

農政においても、土地改良事業の予算の大幅削減
や戸別所得補償制度の導入など大きな変革の中に
います。
これに伴い土地改良事業も、補助金中心からよ

り県の裁量の大きい交付金へと事業の比重が変わ
ってきています。
しかし、農村地域の課題である都市化や混住化の
進展、農業者の高齢化、それらに呼応する様な耕
作放棄地の増加、更新時期を迎える多くの老朽化
した農業施設など早急に対応すべき事は依然とし
て山積しております。既存の優良農地を守り、農
産物の生産を継続させる、ごく当たり前と思われ
ていた事がいかに大変で、重要な事かとあらため
て思いを強くしています。
これまで、長年に渡り土地改良事業により整備

してきたほ場や用排水施設などをより大切に扱い、

地域の防災や環境面などの農業以外の役割も正当
に評価し、地域にとってかけがえのない施設であ
ることを、外に向かってもことある毎に声を上げ
て行くことが益々重要になっています。
土地改良区はその中心的役割を担ってきており、

これからも他に代われるものはない大切で重要な
組織です。
先に示されている食料自給率の向上や安全・安

心な農産物の安定的な生産、環境との調和などの
実質的な推進役となっているのも、同様に改良区
にほかなりません。
現在、福岡堰土地改良区は「経営体育成基盤整

備事業」や「湛水防除事業」、「地盤沈下対策事業」
などの県営事業や「農地・水・環境保全向上対策」
に率先して取り組まれ、農業基盤の整備や防災事
業、地域住民との協働による地域の環境整備等に
貢献されておりますことに敬意を表します。
今後とも土地改良区の皆様と共に、農業農村整備
事業や維持管理事業の推進に努めてまいります。
末尾になりますが、貴土地改良区並びに皆様の
益々の発展をご祈念申しあげまして、挨拶とさせ
ていただきます。

茨城県土地改良事業団体連合会　県南事業所長　　嶋　正之

４月１日の定期異動によ
りまして土地改良事業団体
連合会、県南事業所にまい
りました 嶋です。よろし
くお願い致します。
福岡堰土地改良区の皆様

方には、常日頃より当連合
会の業務運営に際しまし
て、特段のご支援・ご協力

を賜りまして、本誌をお借りし厚く御礼申し上げ
ます。
さて、平成19年の穀物価格の高騰が記憶に新し

いわけですが、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）は、
現在世界の人口68億人が、40年後には91億人に達
し、25％の食糧が不足すると予想してまして、将
来の食糧危機が懸念されております。一方、国内
の農業情勢は、米価格の下落、農業従事者の高齢
化や後継者不足、耕作放棄地の増大など大変厳し
い状況におかれ、現在の豊かな食生活は、自給率
から見れば60％を輸入に依存しているのが現状で
す。このような中、日本の食糧を支えてきたのが、

土地改良事業であり、土地改良区であります。将
来の食糧事情を考えたとき、農地の保全、国内の
自給率向上は大変重要かと思われます。このため、
農業の持続的発展を図るため、土地改良区の果た
す役割は更に重要になってくると思われます。
しかしながら、土地改良区の管理する農業水利

施設は、老朽化などに伴う施設の補修や更新など、
土地改良区に係る負担が増大しているのが現状で
はないかと思われます。
連合会としましては、平成20年度から「水土里

情報利活用事業」に取組み、農地情報や水利施設
情報などを整備しております。是非、農地の保全
対策、施設の維持管理に利用して事務の効率化を
図って頂きたい。また、土地改良施設維持管理適
正化事業などを利用され、施設の長寿命化を図っ
て頂けたらと考えております。今後も、会員皆様
のお役にたてるよう、職員一同頑張る所存ですの
でよろしくお願い致します。
最後になりましたが、水土里ネット福岡堰の

益々のご発展と、組合員皆様のご健康とご活躍を
祈念申し上げましてご挨拶といたします。

食糧自給力を支える土地改良区
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平成21年11月 8 日（日）、当土地改良区事務所会議室において、臨時総代会が開
催され、つくばみらい市谷原地区の塚本正道総代を議長に選出し、次の議案につ
いて審議し、全議案原案通り承認及び可決決定されました。

第 １ 号議案　福岡堰土地改良区役員補欠選挙執行について
第 ２ 号議案　福岡堰土地改良区定款の一部改正について
第 ３ 号議案　福岡堰土地改良区規約の一部を改正する規約
第 ４ 号議案　福岡堰土地改良区監査細則の全部を改正する細則
第 ５ 号議案　福岡堰土地改良区会計細則の一部を改正する細則
第 ６ 号議案　福岡堰土地改良区工事執行規定の一部を改正する規定
第 ７ 号議案　平成２０年度福岡堰土地改良区事業報告の承認について
第 ８ 号議案　平成２０年度福岡堰土地改良区財産目録の承認について
第 ９ 号議案　平成２０年度福岡堰土地改良区会計収入支出決算の承認について
（ア）一般会計
（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計
（ウ）地区除外決済金特別会計
（エ）地区除外決済金積立金特別会計
（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計
（カ）県単土地改良かんがい排水事業特別会計
（キ）農業水利システム保全対策事業特別会計
（ク）農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業特別会計

第 10 号議案　平成２１年度土地改良施設維持管理適正化事業の施行議決の変更について
第 11 号議案　平成２１年度県単土地改良かんがい排水事業施行議決中、一部変更について
第 12 号議案　福岡堰土地改良区地区除外決済金積立金の運用処分の一部変更について
第 13 号議案　平成２１年度福岡堰土地改良区会計収入支出補正予算(案)の議決について
（ア）一般会計
（エ）地区除外決済金積立金特別会計
（カ）県単土地改良かんがい排水事業特別会計

平成22年３月14日(日)、当土地改良区事務所会議室において、通常総代会が
開催され、つくばみらい市三島地区の小島　功総代を議長に選出し、次の議案
について審議し、全議案原案通り承認及び可決決定されました。

第 14 号議案　平成２１年度県単土地改良かんがい排水事業施行議決中、一部変
更について

第 15 号議案　平成２１年度農地有効利用支援整備事業の施行について
第 16 号議案　平成２１年度福岡堰土地改良区会計収入支出補正予算(案)の議決について
（ア）一般会計
（ウ）地区除外決済金特別会計
（エ）地区除外決済金積立金特別会計
（カ）県単土地改良かんがい排水事業特別会計
（キ）農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業特別会計
（ク）農地有効利用支援整備事業特別会計

第 17 号議案　平成２２年度組合費賦課率及び徴収方法の議決について
第 18 号議案　平成２２年度団体営農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の施行について
第 19 号議案　平成２２年度土地改良施設維持管理適正化事業の施行について
第 20 号議案　平成２２年度県単土地改良かんがい排水事業の施行について
第 21 号議案　福岡堰土地改良区地区除外決済金積立金の運用処分について
第 22 号議案　平成２２年度福岡堰土地改良区会計収入支出予算(案)の議決について
（ア）一般会計
（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計
（ウ）地区除外決済金特別会計
（エ）地区除外決済金積立金特別会計
（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計
（カ）県単土地改良かんがい排水事業特別会計
（キ）農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業特別会計

第 23 号議案　平成２２年度予算内一時借入金限度額の議決について

役員補欠選挙執行について

平成21年11月 8 日(日)に開催された臨時総代会にて、福岡堰土地改良区役員補欠選挙（理事・第一被選挙区つくば

みらい市谷和原地区）が執行され、谷口真一氏が理事に当選されました。
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20
平成21年11月 8 日（日）開催の臨時総代会において承認を得ました、平成20年度財産目録及び会計収入支出決

算は次の通りです。

資　　　　　産 負　　　　　債
流　動　資　産 ７０，４４２，０４９ 長　期　負　債 １７９，９９４，６６７
特　定　資　産 ７０６，５１２，４５７ 短　期　負　債 ７２５，０５４，０５２
固　定　資　産 １８８，８３６，９５１

計 ９６５，７９１，４５７ 計 ９０５，０４８，７１９

収　　　　　入 支　　　　　出
款 金　　額 款 金　　額

１．組　　合　　費 ３１３，６４３，２９１ １．事　　務　　費 ９２，０７３，８９７
２．財　産　収　入 ８５，０００ ２．維 持 管 理 費 ４４，７４４，７４７
３．補助金及び交付金 ３５，２６７，０００ ３．事　　業　　費 ２００，９７２，７４８
４．負担金及び寄付金 ９８，７３８，９１１ ４．財　　産　　費 ２，０７８，３３６
５．雑　　収　　入 ６，６８０，３１６ ５．借　　入　　費 １０８，３２４，５２６
６．借　　入　　金 ５，２８０，０００ ６．負担金繰出金 ４５，０５６，７３３
７．繰　　入　　金 １０，７２４，６８３ ７．諸　　　　　費 １３，４２０，８５９
８．繰　　越　　金 ９５，６１６，６５４ ８．予　　備　　費 ０

計 ５６６，０３５，８５５ 計 ５０６，６７１，８４６

16.9

55.4

0.1

6.2
 17.4 

1.2
0.9
1.9

．

．
．
．

． ．

．

．

18.2

8.8

39.70.4

21.4

8.8

2.7
．

．

．

．

．

．

．

．

差引残額　５９，３６４，００９円は、平成２１年度へ繰越

会　　計　　別 収入決算額 支出決算額 差引残額 摘　　要

５５，９７５，０５１ ０ ５５，９７５，０５１ 平成21年度へ繰越

１３，０６９，１５０ １３，０６９，１５０ ０

４４０，６６４，９８０ １０，０００，０００ ４３０，６６４，９８０ 平成21年度へ繰越

２３８，４３４，０２１ ２０，０００ ２３８，４１４，０２１ 平成21年度へ繰越

３８，９０２，１２４ ３８，９０２，１２４ ０

１，８００，３３８ １，８００，３３８ ０

４，５４６，０１５ ４，５４６，０１５ ０

計 ７９３，３９１，６７９ ６８，３３７，６２７ ７２５，０５４，０５２

（イ）常勤役職員退職
給 与 積 立 金

（ウ）地 区 除 外
決 　 済 　 金

（エ）地 区 除 外
決済金積立金

（オ）備品費及び財産費
引 当 積 立 金

（キ）農業水利システ
ム保全対策事業

（カ）県単土地改良
かんがい排水事業

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（ク）農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金事業
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収　　　　　入 支　　　　　出
款 金　　額 款 金　　額

１．組　　合　　費 ２１２，３１２，０００ １．事　　務　　費 ９５，１３７，０００
２．財　産　収　入 １２１，０００ ２．維 持 管 理 費 ４４，１７５，０００
３．補助金及び交付金 ２８，４２９，０００ ３．事　　業　　費 １２４，１４５，０００
４．負担金及び寄付金 ５１，０３９，０００ ４．財　　産　　費 ４，０００，０００
５．雑　　収　　入 １，６６０，０００ ５．借　　入　　費 ２９，２８８，０００
６．借　　入　　金 ０ ６．負 担金繰出金 ６１，６５３，０００
７．繰　　入　　金 ６０，１０２，０００ ７．諸　　　　　費 ７，９５８，０００
８．換地精算交付金 １５５，６２８，０００ ８．換地精算徴収金 １５５，６２８，０００
９．繰　　越　　金 ２０，０００，０００ ９．予　　備　　費 ７，３０７，０００

計 ５２９，２９１，０００ 計 ５２９，２９１，０００

40.1

0.3

5.49.5

0.2

0

11.4

3.8

．

．

．

． ．

．

．

．
．換地精算交付金
　　　　　29.3

9

17. 9

8.3

23.5

0.85.5
11.7

1.5

29 .4

．
．

． ．

．

．

．
．換地精算徴収金

1.4．9 予備費

会　　　　　計　　　　　別 収入予算額 支出予算額

（イ）常 勤 役 職 員 退 職 給 与 積 立 金 ６９，３００，０００ ６９，３００，０００

（ウ）地　　区　　除　　外　　決　　済　　金 ８，５１１，０００ ８，５１１，０００

（エ）地 区 除 外 決 済 金 積 立 金 ４０７，６１１，０００ ４０７，６１１，０００

（オ）備 品 費 及 び 財 産 費 引 当 積 立 金 ２３９，２０１，０００ ２３９，２０１，０００

（カ）県 単 土 地 改 良 か ん が い 排 水 事 業 ６２，００１，０００ ６２，００１，０００

（キ）農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 ４６，９６７，０００ ４６，９６７，０００

計 ８３３，５９１，０００ ８３３，５９１，０００

（単位：円）

（単位：円）

一般会計収支共
５２９，２９１，０００円也

特別会計収支共
８３３，５９１，０００円也

資　金　使　途 当初借入額 借入元金残高 償　還　期　限

県営久賀地区かんぱい １４０，８００，０００ ８４，４８０，０００ 平成２５年２月

平成22年５月３１日　現在

円 円
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鐘 打 落 排 水 路
第　４　工　区 排水路工 Ｌ＝168 . 4  Ｂ＝2 . 0  Ｈ＝0 . 9～1 . 5

鐘 打 落 排 水 路
第　５　工　区 排水路工 Ｌ＝356 . 5  Ｂ＝2 . 0  Ｈ＝0 . 9

鐘 打 落 排 水 路
第　６　工　区 排水路工 Ｌ＝110 . 6  Ｂ＝2 . 0  Ｈ＝0 . 9

谷 井 田 用 水 路
第 ３ 工 区 三面水路 Ｌ＝141 . 8  Ｂ＝1 . 9  Ｈ＝0 . 9 5  

谷 井 田 用 水 路
第 ４ 工 区 三面水路 Ｌ＝330 . 5  Ｂ＝1 . 9  Ｈ＝0 . 9 5  

県営地盤沈下対策事業福岡堰三期地区 鐘打落排水路　　施工前(左)・施工後(右)

県営地盤沈下対策事業小貝東部二期地区 谷井田用水路　　施工前(左)・施工後(右)  

◆　県営地盤沈下対策事業　小貝東部二期地区　◆
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◆　県営経営体育成基盤整備事業　伊奈二期地区　◆

排水路護岸工事その１

排水路護岸工事その２

排水路護岸工事その３

排水路護岸工事その４

排水路工 637.1
　排水フリューム                    1.0～1.5×0.9

排水路工 1,053
　排水フリューム   0.6～0.8×0.6～0.9

排水路工 108.5
　排水フリューム  1.0×1.2

排水路工 320
　排水フリューム  0.8×0.9

◆　県営湛水防除事業　久賀地区　◆

水位調整工下部工事 護岸工　 Ｌ＝30.4

第 10　  工 区
護 岸 工 事 鋼矢板護岸工 Ｌ＝161.15

第 11　  工 区
護 岸 工 事 鋼矢板護岸工 Ｌ＝31.85

◆　県営基幹水利施設ストックマネジメント事業　福岡堰元圦地区　◆

元圦樋管ゲート
設　備　工　事 鋼製スライドゲート設備　1.44m×1.5m　４門　0.6m×0.6m　１門
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◆　基盤整備促進事業　伊丹地区　◆

水中モーターポンプ　φ500mm×45kw　n＝1台

揚水ポンプ施設土木工事

揚水ポンプ施設工事

取付護岸 及び 吸水槽工　一式

◆　 県 単 か ん が い 排 水 事 業 ◆

市野深西部地区
第　２　工　区

排水フリューム　　　Ｌ＝373 . 4  Ｂ＝0 . 8  Ｈ＝0 . 9

市野深西部地区
第　１　工　区

排水フリューム　　　Ｌ＝298 . 9 5  Ｂ＝0 . 8  Ｈ＝0 . 9

小　張　地　区
第　１　工　区

排水フリューム　　　Ｌ＝340 . 5  Ｂ＝0 . 6  Ｈ＝0 . 6

小　張　地　区
第　２　工　区

排水フリューム　　　Ｌ＝260 . 8 5  Ｂ＝0 . 6  Ｈ＝0 . 6

関　場　地　区 排水フリューム　　　Ｌ＝128 . 1 3  Ｂ＝0 . 8  Ｈ＝0 . 9

基 盤 整 備 促 進 事 業 　 　 伊 丹 地 区

県単かんがい排水事業 市野深西部地区　　施工前(左)・施工後(右) 
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谷　和　原　地　区
第　１　工　区 道路横断排水暗渠改修工　ｎ＝４

谷　和　原　地　区
第　２　工　区 道路横断排水暗渠改修工　ｎ＝４

伊　奈　地　区
第　１　工　区 道路横断排水暗渠改修工　ｎ＝３

伊　奈　地　区
第　２　工　区 道路横断排水暗渠改修工　ｎ＝３

◆　農地有効利用支援整備事業　◆

工 事 名 工 事 内 容（ ヶ所 ）

第２工区(その１)
排水路護岸工事

第２工区(その２)
排水路護岸工事

第 ７ 工 区
排水路補修工事

第 ８ 工 区
排水路補修工事

第 ９ 工 区
排水路護岸工事

排水フリューム　　　Ｌ＝268.8 Ｂ＝0.6 Ｈ＝0.9

排水フリューム　　　Ｌ＝225.1 Ｂ＝0.6 Ｈ＝0.9

◆　ＴＸ軸道関連排水路補償事業　◆

排水路護床工　　　　Ｌ＝688.1 Ｂ＝1.2～0.6 Ｈ＝0.9～0.6

排水路護床工　　　　Ｌ＝373 Ｂ＝0.6 Ｈ＝0.6

溝型柵渠　　　　　　Ｌ＝129.3 Ｂ＝0.6 Ｈ＝0.6

第 10　  工 区
排水路護岸工事 溝型柵渠　　　　　　Ｌ＝261.5 Ｂ＝1.2 Ｈ＝0.9

工 事 名 工 事 内 容（ m ）

内 郷 工 事

種 別

幹線・支線・中用水路補修工、幹線・中排水路補修工

特 別 工 事 道路横断排水暗渠改修工事、安全施設復旧工事

◆　そ　の　他　の　工　事　◆

施 設 破 損
復 旧 工 事

用水路・安全施設復旧工

農 地 転 用 工 事 用排水路護岸工、出入口暗渠工

工 事 内 容
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毎年５月に組合費通知書を発行しておりますが、面
積・組合員名に相違あるという連絡が多くあります。
耕作地の移動又は組合員名に変更がある場合は、土地
改良法により、本人が土地改良区へ届け出ることになっ
ておりますので、必ず届け出るようお願い致します。

組合費の納付につきましては、市役所窓口での納付
ができません。又、金融機関での 振込納付の手数料
は、組合員さんご本人に負担して頂くことになります
ので、是非、口座振替納付をご利用下さい。
手続きは簡単で、口座振替手数料の負担もありませ

んので、より多くの皆様からのお申し込みをお待ちし
ております。

毎年お願いをしているところですが、用排水路へのごみの不法投棄
が一向に減らず、下流の用排水の通水に支障をきたしています。
回収されるごみは、缶・びん・ペットボトル・家庭ごみ・汚物・自

動車のドア部品など多岐に亘ります。中には農業用ビニール・野菜・
果物等の農作物も含まれており、周りへの迷惑を承知で投棄する心な
い組合員もいるのだろうかと思いが巡り、非常に悲しく残念に思いま
した。これらの処理には毎年多大な経費を要しており、組合員の皆様
から納めて頂いている賦課金を充用している状況です。絶対にごみを
捨てない、捨てさせないように皆さんのご協力をお願い致します。
又、各集落のごみ集積場は、用排水路から離れた敷地へ設置して下

さるようお願い致します。ごみが散乱し、用排水路へ流れることがあ
りますので、ご協力のほど、重ねてお願いを致します。

“ゴミは必ず集積場へ”“誰もがみんな監視員”

ご み の 投 棄 か ら 水 路 を 守 ろ う

当土地改良区管内には多数の用排水路があり、円滑な用水かんがい
と水田排水を計るべく、毎年２回の藻刈り及び堤塘の草刈りを組合員
皆様のご協力により実施しているところでありますが、用排水の通水
を妨げないよう、刈り取りに当たっては、水路内への草の落下に充分
注意して頂き、落ちた場合には取り除いて頂くようご協力をお願い致
します。
又、刈り払い機による草刈り作業が多くなっておりますので、事故

等にはお互いに充分注意して執行されますようお願い致します。万一、
事故が発生したり、ケガをされた場合には、当土地改良区にて傷害保
険に加入しておりますのでご連絡ください。

管内用排水路の藻刈り及び堤塘草刈りについて

◆ ◆◆◆◆ お 知 ら せ ◆◆◆◆ ◆

水難事故ゼロへ　ご協力を

用水かんがいの時期は水路に常時通水しており、水深も深く、流れも速い状態です。危険ですので水難事故にご
注意下さい。特に子供達の水遊びによる事故が懸念されます。用排水路付近では絶対に遊ばせないよう注意し、遊
んでいるところを見かけましたら、声を掛けて注意を促しましょう。ご家族からの注意は効果的です。また、他人
の子供でも危険に感じたら一声掛けましょう。皆さんのご協力をお願い致します。
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農地を農地以外のものに転用するときには、あらか
じめ土地改良区に地区除外の申請をして下さい。土地
改良区では、その土地を転用することにより、付近の
他の農地に被害がないかどうかを検討した後に土地改
良区の意見書等を交付します。その際に地区除外決済
金等を納めて頂きますが、これは土地改良法で義務づ
けられており、その土地を地区除外することにより、
残された農地が将来加重な負担にならないようにする
ためのものです。公共事業用地として買収又は寄付し
た土地も同様に決済金等を納めて頂くことになります
ので、事業主体（買収者）が手続きをするように充分
に話し合いをして下さい。手続きをしないと賦課され
ますので、注意して下さるようお願い致します。

福岡堰土地改良区の区域内には、大小の用排水路が
あります。このうち排水路に浄化槽を通して雑排水等
を放流しようとする場合には、土地改良区の承認が必
要です。本来、排水路は農業排水が目的であり、各家
庭、事業所等から出る排水は、公共下水等で処理され
ることになっておりますが、その設備が無く、やむを
得ず排水路への放流が必要な場合は、農作物に対する
影響等を検討し、水質基準等を定め、認めております。
土地改良区の排水路へ浄化槽を通して雑排水等を放流
するときは、必ず事前に承認を受けてから放流して下
さい。

福岡堰土地改良区管内の用排水施設、交通安全施設（ネットフェンス等）
が、毎年、交通事故等による施設破損件数増加の傾向にあります。
又、当事者が分からず、組合員の皆様から納入して頂いている賦課金を、
充用することになってしまう復旧工事件数も、同様に増加の傾向にあります。
交通事故等により施設を破損された方、破損事故を目撃された方は、必ず
当土地改良区へ連絡して下さるようお願い致します。
尚、破損した施設の復旧工事に要する費用は、対物損害賠償責任保険を適
用することが出来ますから、加入している保険会社等を連絡して頂ければ、
当土地改良区が現地調査の上、保険会社等へ請求し、復旧工事を施工いたし
ますので、ご協力をお願い致します。
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お世話になりました

中野　史夫氏退職

昭和43年３月１日付にて就職して以来、約42年間に亘
り本土地改良区のために活躍されましたが、平成22年３
月31日付を以て定年退職されました。永い間、ご苦労様
でした。

お世話になります

飯沼　明宏 24歳　出身地　つくばみらい市伊丹

平成22年４月１日付、工務管理課に勤務しております。
宜しくお願い致します。


